
 

事 務 連 絡 

平成２４年３月３０日 

 

 

 各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課  

 東京消防庁・指定都市消防本部  

 

 

                                 消 防 庁 予 防 課 

略 ） 

 

     消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３に定める   

特例認定に係る運用について（平成２４年１月２７日付け消防予第１４号） 

の差し替えについて（依頼） 

 

 

 

 「消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３に定める特例認定に係

る運用について」について、平成２４年１月２７日付け消防予第１４号（以下「１４号通

知」という。）にて通知したところですが、この度、１４号通知の「別記」を別添に差し

替えますので、お知らせします。 

各都道府県消防防災主管部におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処

理する一部事務組合を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

消防庁予防課 大嶋、村瀬、鍋島 

電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

 

御中 



別 記 

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等 
検 査 項 目 判  定  基  準 根 拠 条 文 

管理開始日 
申請者が、申請のあった消防法（以下「法」という。）第３６条第１項に該当する建築
物その他の工作物（以下「申請防災管理対象物」という。）の管理を開始した日から申
請日において３年以上経過していること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第１号 

命令の有無 

申請日前の３年以内において法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、

第８条第３項若しくは第４項、第８条の２の５第３項、第１７条の４第１項若しくは第
２項又は第３６条第１項において準用する第８条第３項若しくは第４項の規定による
命令（申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの

法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。）を受けていないこと。 
法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
イ 

命令事由の有無 

法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項若しくは第４項、
第８条の２の５第３項、第１７条の４第１項若しくは第２項又は第３６条第１項におい

て準用する第８条第３項若しくは第４項の規定による命令（申請防災管理対象物の位
置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の
法律に違反している場合に限る。）を受けるべき事由が現にないこと。 

取消しの有無 
申請日前の３年以内において法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第

６項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 
法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ロ 取消し事由の有無 

法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第６項の規定に基づく認定の取
消しを受けるべき事由が現にないこと。 

法第３６条第１項において
準用する法第８条の２の２
第１項による点検及び報告の
実施 

申請日前の３年以内において消防法施行規則（以下「規則」という。）第５１条の１２

第２項において準用する規則第４条の２の４第１項に規定する期間ごとに点検し、報告
されていること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ハ 

虚偽報告の有無 申請日前の３年以内において虚偽の報告をしていないこと。 

法第３６条第１項において
準用する法第８条の２の２
第１項による点検の結果 

申請日前の３年以内において実施した法第３６条第１項において準用する法第８条の
２の２第１項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合しているこ

と。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ニ 

防災管理者選任（解任）届
出書の有無 

規則第５１条の９の届出がされていること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第３号 

防災管理に係る消防計画作
成（変更）届出書の有無 

規則第５１条の８第１項の届出がされていること。 

自衛消防組織設置（変更）
届出書の有無 

消防法施行令（以下「令」という。）第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２
号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物

の用途に供される部分に限る。）にあっては、法第８条の２の５第２項の届出がされて
いること。 

防災管理業務の一部委託 
防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第５１条の８第２項において準用する
規則第３条第２項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定
められていること。 

管理権原を有する範囲 
建築物その他の工作物（以下「防災管理対象物」という。）で管理について権原が分か
れている場合は、規則第５１条の８第２項において準用する規則第３条第３項に定める

事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 

大規模地震対策特別措置法
の指定 

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物
である場合は、規則第５１条の８第２項において準用する規則第３条第４項に定める事

項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 

防災管理に係る消防計画の
実施 

規則第５１条の８第１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係

る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 

自衛消防組織の業務の実施 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては、

同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。）に
あっては、規則第５１条の１０第１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の
防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されて

いること。 

共同自衛消防組織の決定 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては、

同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。）の
うち、令第４条の２の５第２項の規定により、その管理について権原を有する者が共同
して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第５１条の１０第２項各号に定める事項

のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定めら
れたとおり適切に実施されていること。 

訓練の実施回数 避難訓練を年１回以上実施していること。 

訓練の事前通報の有無 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 

共同防災管理協議事項の決
定及び届出の有無 

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第５１条の 
１１において準用する規則第４条の２第１項に規定する事項が定められ、届出がされて
いること。 

避難上必要な施設等の維持
管理 

法第８条の２の４に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されて
いること。 

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。 



「「消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３に定める特例認定に係る運用について（平成２４年１月２７日付け消防予第１４号）」 

の差し替えについて」に係る新旧対照表 

別記 

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等 
検査項目 判定基準 根拠条文 

管理開始日 （略） （略） 

命令の有無 （略） （略） 
命令事由の有無 （略） 

取消しの有無 （略） （略） 
取消し事由の有無 （略） 

法第３６条第１項において準用
する法第８条の２の２第１項によ
る点検及び報告の実施 

（略） （略） 

虚偽報告の有無 （略） 

法第３６条第１項において準用
する法第８条の２の２第１項に
よる点検の結果 

（略） （略） 

防災管理者選任（解任）届出書の
有無 

（略） （略） 

防災管理に係る消防計画作成（変
更）届出書の有無 

（略） 

自衛消防組織設置（変更）届出書
の有無 

（略） 

防災管理業務の一部委託 （略） 

管理権原を有する範囲 （略） 

大規模地震対策特別措置法の指
定 

（略） 

防災管理に係る消防計画の実施 （略） 

自衛消防組織の業務の実施 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２
号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規

定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供され
る部分に限る。）にあっては、規則第５１条の１０第
１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物

の防災管理に係る消防計画に定められている事項が
定められたとおり適切に実施されていること。 

共同自衛消防組織の決定 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２
号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規
定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供され

る部分に限る。）のうち、令第４条の２の５第２項の
規定により、その管理について権原を有する者が共
同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第

５１条の１０第２項各号に定める事項のうち、申請
防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定めら
れている事項が定められたとおり適切に実施されて

いること。 

訓練の実施回数 （略） 

訓練の事前通報の有無 （略） 

共同防災管理協議事項の決定及
び届出の有無 

（略） 

避難上必要な施設等の維持管理 （略） 
 

別記 

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等 
検査項目 判定基準 根拠条文 

管理開始日 （略） （略） 

命令の有無 （略） （略） 
命令事由の有無 （略） 

取消しの有無 （略） （略） 
取消し事由の有無 （略） 

法第３６条第１項において準用
する法第８条の２の２第１項によ
る点検及び報告の実施 

（略） （略） 

虚偽報告の有無 （略） 

法第３６条第１項において準用
する法第８条の２の２第１項に
よる点検の結果 

（略） （略） 

防災管理者選任（解任）届出書の
有無 

（略） （略） 

防災管理に係る消防計画作成（変
更）届出書の有無 

（略） 

自衛消防組織設置（変更）届出書
の有無 

（略） 

防災管理業務の一部委託 （略） 

管理権原を有する範囲 （略） 

大規模地震対策特別措置法の指
定 

（略） 

防災管理に係る消防計画の実施 （略） 

自衛消防組織の業務の実施 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２
号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規

定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供され
る部分に限る。）にあっては、規則第４条の２の１０
第１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象

物の防災管理に係る消防計画に定められている事項
が定められたとおり適切に実施されていること。 

共同自衛消防組織の決定 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２
号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規
定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供され

る部分に限る。）のうち、令第４条の２の５第２項の
規定により、その管理について権原を有する者が共
同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第

４条の２の１０第２項各号に定める事項のうち、申
請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定め
られている事項が定められたとおり適切に実施され

ていること。 

訓練の実施回数 （略） 

訓練の事前通報の有無 （略） 

共同防災管理協議事項の決定及
び届出の有無 

（略） 

避難上必要な施設等の維持管理 （略） 
 

参 考 


